
慢性期入院医療について

１．慢性期入院医療を取りまく現状等について

２．療養病棟入院基本料について

３．障害者施設等入院基本料等について

４．緩和ケア病棟入院料について
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緩和ケア病棟入院料の経緯

平成２年度 緩和ケア病棟入院料2500点を新設
平成４年度 緩和ケア病棟入院料を2500から3000点へ見直し

平成６年４月
緩和ケア病棟入院料3000から3300点へ見直し
後天性免疫不全症候群を対象患者に含めることとした

平成６年10月 緩和ケア病棟入院料3300から3120点へ見直し
平成８年度 緩和ケア病棟入院料3120点から3600点へ見直し

平成12年度 緩和ケア病棟入院料3600点から3800点へ見直し

平成14年度 緩和ケア病棟入院料3800点から3780点へ見直し

平成24年度
緩和ケア病棟入院料について、入院日数に応じた点数へ見直し
30日以内4791点、31～60日4291点、61日以上3291点

平成28年度 緩和ケア病棟入院料に緩和ケア病棟緊急入院診療初期加算200点を新設

平成30年度

平均待機期間や在宅への移行実績に関する要件に応じ、入院料の区分を設けた
（新） 緩和ケア病棟入院料１
30日以内 5,051点60日以内 4,514点61日以上 3,350点
［入院料１の施設基準］入院料２の施設基準に加え、以下のいずれかの要件を満たしていること。
○ 以下のア及びイを満たしていること又はウを満たしていること。
ア 直近１年間の当該病棟における入院日数の平均が30日未満。
イ 当該病棟の入院患者について、入院の待機に係る期間の平均が14日未満であること。
ウ 直近１年間において、退院患者のうち、他の保険医療機関に転院した患者等以外の患者が15％以上であること。

(新) 緩和ケア病棟入院料２
30日以内 4,826点60日以内 4,370点61日以上 3,300点
［入院料２の施設基準］変更なし

令和２年度
緩和ケア病棟入院料１について、直近１年間の当該病棟における入院日数の平均が30日未
満の要件を削除、他病棟、外来又は在宅における緩和ケア診療に係る項目の届出を要件と
した 98
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緩和ケア病棟入院料の見直し

 緩和ケア病棟入院料について、待機患者の減少と在宅医療との連携を推進する観点から、平均
待機期間や在宅への移行実績に関する要件に応じ、入院料の区分を設ける。

現行

【緩和ケア病棟入院料】

30日以内 4,926点
60日以内 4,400点
61日以上 3,300点

改定後

【緩和ケア病棟入院料】
(新) 緩和ケア病棟入院料１

30日以内 5,051点
60日以内 4,514点
61日以上 3,350点

(新) 緩和ケア病棟入院料２
30日以内 4,826点
60日以内 4,370点
61日以上 3,300点

［入院料１の施設基準］
入院料２の施設基準に加え、以下のいずれかの要件を満た
していること。
(1) 入院を希望する患者の速やかな受入れにつき十分な体
制を有すること。

(2) 在宅における緩和ケアの提供について、相当の実績を
有していること。

［入院料２の施設基準］
現行と同様

平成30年度診療報酬改定 Ⅱ－１－２）緩和ケアを含む質の高いがん医療等の評価①
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平均待機期間が
１４日以上の

がん拠点病院が約36％

（注）
・平均待機期間90日超の1病院を含む。
・平均待機期間0日の62病院を除く。

平成28年度がん診療連携拠点病院等現況報告書をもとにがん・疾病対策課作成

緩和ケア病棟に入院した患者の申し込みから入院するまで
の平均待機期間（転棟、緊急入院を除く）（平成27年）
（日）
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緩和ケア病棟と地域との連携の推進

 患者や家族の意向に沿いつつ、地域との連携を推進する観点から、緩和ケア病棟入院料１につ
いて、平均在院日数に係る要件を削除するとともに、他病棟、外来又は在宅における緩和ケア診
療に係る項目の届出を要件とする。

令和２年度診療報酬改定 Ⅱ－７－１ 緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価 －③

現行

【緩和ケア病棟入院料１】
[施設基準（概要）]
○ 以下のア及びイを満たしていること又はウを満たしていること。

ア 直近１年間の当該病棟における入院日数の平均が30日未満。
⇒ 削除

イ 当該病棟の入院患者について、入院の待機に係る期間の平均
が14日未満であること。

ウ 直近１年間において、退院患者のうち、他の保険医療機関に転
院した患者等以外の患者が15％以上であること。

改定後

【緩和ケア病棟入院料１】
［施設基準（概要）］
○ 次のいずれかに係る届出を行っていること。
① 緩和ケア診療加算※１

② 外来緩和ケア管理料※１

③ 在宅がん医療総合診療料※２

○ 以下のア又はイを満たしていること。

ア 当該病棟の入院患者について、入院の待機に係る期間の平均
が14日未満であること。（変更なし）

イ 直近１年間において、退院患者のうち、他の保険医療機関に転
院した患者等以外の患者が15％以上であること。（変更なし）

≦平均14日
緩和ケアを担当する医師等
から説明を受け、患者等が
入院の意思表示を行った日

患者が当該病棟に
入院した日

－

15％以上

(イ) 他の保険医療機関※１に転院した患者
(ロ) 同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟
以外の病棟※２への転棟患者

(ハ) 死亡退院の患者
※１ 療養病棟入院基本料、有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院

基本料を算定する病棟及び病室を除く。
※２ 療養病棟入院基本料を算定する病棟を除く。

※１ 悪性腫瘍等で身体症状等を持つ入院患者又は外来患者について、緩和ケアチームに
よる診療が行われた場合に算定する。

※２ 在宅での療養を行っている通院が困難な悪性腫瘍の患者に、往診及び訪問看護により
24時間対応できる体制を確保し、総合的な医療を提供した場合に算定する。

他病棟

外来

在宅
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緩和ケア病棟入院料の概要

○ 緩和ケア病棟は、主として苦痛の緩和を必要とする悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者を入
院させ、緩和ケアを行うとともに、外来や在宅への円滑な移行も支援する病棟であり、当該病棟に入院し
た緩和ケアを要する悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者について算定する。

○ 悪性腫瘍の患者及び後天性免疫不全症候群の患者以外の患者が、当該病棟に入院した場合には、一
般病棟入院基本料の特別入院基本料を算定する。

〇 緩和ケア病棟入院料１

30日以内 5,207点 31日以上60日以内 4,654点 61日以上 3,450点

〇 緩和ケア病棟入院料２

30日以内 4,970点 31日以上60日以内 4,501点 61日以上 3,398点

［入院料１の施設基準］
入院料２の施設基準に加え、以下の要件を満たしていること（一部抜粋）。
○ 以下のア又はイを満たしていること
ア）当該病棟の入院患者について、入院の待機に係る期間の平均が14日未満であること
イ）直近１年間において、退院患者のうち、他の保険医療機関に転院した患者等以外の患者が15％以上であること。

○ 次のいずれかに係る届出を行っていること。
① 緩和ケア診療加算※１

② 外来緩和ケア管理料※１

③ 在宅がん医療総合診療料※２

［入院料２の施設基準］
○ 看護配置７対１、緩和ケアを担当する常勤の医師を１名以上配置
○ がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又
はこれらに準ずる病院であること 等

※１ 悪性腫瘍等で身体症状等を持つ入院患者又は外来患者について、緩和ケアチームによる診療が行われた場合に算定する。
※２ 在宅での療養を行っている通院が困難な悪性腫瘍の患者に、往診及び訪問看護により24時間対応できる体制を確保し、総合的な医療を提供した場合に算定する。

中医協 総－１－２
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○ 緩和ケア病棟に入院している患者の疾患については、以下のとおりであった。

103

437.4

736.7

0.0

0.0

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0

緩和ケア病棟入院料1( n = 21 )

緩和ケア病棟入院料2( n = 21 )

緩和ケア病棟入院料 疾患ごとの患者数（令和２年６月１日から令和３年５月３１日）

（病棟あたり）

悪性腫瘍の患者 後天性免疫不全症候群に罹患している患者

出典：令和３年度入院医療等の調査（病棟票）

緩和ケア病棟入院料における入院患者について
中医協 総－１－２
３ ． １ ０ ． ２ ７



○ 緩和ケア病棟における平均在院日数は以下のとおりであった。

104

32.2

38.6

29.4

33.1

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

緩和ケア病棟入院料1( n = 22 )

緩和ケア病棟入院料2( n = 21 )

緩和ケア病棟入院料 平均在院日数

令和２年１月～３月 令和３年１月～３月

出典：令和３年度入院医療等の調査（病棟票）

緩和ケア病棟入院料における平均在院日数
中医協 総－１－２
３ ． １ ０ ． ２ ７



平均在院日数について

○ 緩和ケア病棟における、平均在院日数の医療機関分布は以下のとおり。
○ 「20日以上30日未満」の医療機関が最多であった。
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緩和ケア病棟の平均在院日数(n=36)

（令和３年１～３月）

出典：令和３年度入院医療等の調査（施設票）
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病床利用率について

○ 緩和ケア病棟における、病床利用率の医療機関分布は以下のとおり。
○ 「70％以上80％未満」の医療機関が最多であった。

106出典：令和３年度入院医療等の調査（施設票）
出典：令和２年度入院医療等の調査（施設票）
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緩和ケア病棟の病床利用率(n=35)

（令和３年１～３月）
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緩和ケア病棟に入院する患者の年齢について

○ 緩和ケア病棟に入院した患者の、入院時年齢の分布は以下のとおり。
○ 「70歳以上80歳未満」の患者が最多であった。

107出典：DPCデータ
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令和3年1月から3月緩和ケア病棟入院時年齢区分別患者割合

411施設(n=19467)

中医協 総－１－２
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緊急入院について

○ 令和３年１月から３月の間に緩和ケア病棟に入院した患者について、入院経路が緊急入院であった患者の
割合は以下のとおり。

108出典：DPCデータ

出典：令和２年度入院医療等の調査（施設票）
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○ 入院料１について要件として設けられている、「当該病棟内の緩和ケアを担当する常勤の医師又は当該医師の指示を受
けた看護職員から説明を受けた上で、患者等が文書又は口頭で入院の意思表示を行った日」から、「患者が当該病棟に
入院した日」までの期間の平均値は以下のとおり。

○ 入院料１及び２ともに、入院料１の施設基準である 14日以内を大きく下回っていた。

109

4.3

5.8

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

緩和ケア病棟入院料1( n = 35 )

緩和ケア病棟入院料2( n = 26 )

「当該病棟内の緩和ケアを担当する常勤の医師又は当該医師の指示を受けた看護職員から説明を受けた上で、患者等が文書

又は口頭で入院の意思表示を行った日」から、「患者が当該病棟に入院した日」までの期間（平均）

（令和２年６月１日から令和３年５月31日）（一施設あたり）

出典：令和3年入院医療等の調査（施設票）

14日

緩和ケア病棟入院料の施設基準について① 中医協 総－１－２（改）
３ ． １ ０ ． ２ ７



○ 入院料１について要件として設けられている、「直近１年間において、退院患者のうち、他の保険医療機
関に転院した患者等以外の患者が15％以上であること。」に関連して、他の保険医療機関に転院した患者
等の割合の平均値は以下のとおり。

110

2.4%

2.2%

1.9%

1.9%

77.2%

78.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

緩和ケア病棟入院料1( n = 34 )

緩和ケア病棟入院料2( n = 29 )

緩和ケア病棟入院料 各退院・転棟患者数の退院患者に占める割合（一施設あたり）

ア．退院患者のうち、他の保険医療機関（療養

病棟入院基本料、有床診療所入院基本料及び有

床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟及

び病室を除く）に転院した患者数

イ．同一の保険医療機関の当該入院料にかかる

病棟以外の病棟（療養病棟入院基本料を算定す

る病棟を除く）への転棟患者数

ウ．退院患者のうち、死亡退院の患者数

緩和ケア病棟入院料の施設基準について②

出典：令和3年入院医療等の調査（施設票）

中医協 総－１－２（改）
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○ 緩和ケア病棟入院料２を算定している医療機関について、入院料１を算定できない理由は以下のとおり。
○ 「緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料、在宅がん医療総合診療料のいずれも届出が困難」が最多であった。

111

0.0%

0.0%

3.3%

0.0%

36.7%

56.7%

3.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

01_入院を希望する患者の紹介を受けた場合に、緩和ケアを担当する常勤の医師が、入院の

適応を判断し、当該医師または当該医師の指示を受けた看護職員が入院までの待機期間や

待機中の緊急時の対応方針等について、患者に説明を行う体制を設けることが困難

02_「緩和ケアを担当する医師又は当該医師の指示を受けた看護職員から説明を受けた上

で、患者等が文書又は口頭で入院の意思表示を行った日」 から、「患者が当該病棟に入

院した日」までの期間の平均を14日未満にすることが困難

03_当該病棟の退院患者のうち、他の保険医療機関（療養病棟入院基本料、有床診療所入院

基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟及び病室を除く）に転院した患

者の割合を15％未満にすることが困難

04_同一の保険医療機関の緩和ケア病棟入院料にかかる病棟以外の病棟（療養病棟入院基本

料を算定する病棟を除く）への転棟患者の割合を15％未満にすることが困難

05_退院患者のうち、死亡退院患者の割合を15％未満にすることが困難

06_緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料および在宅がん医療総合診療料のいずれも届出

が困難

07_その他

緩和ケア病棟入院料2を算定している施設において 緩和ケア病棟入院料１を算定できない理由（最も該当するもの）

緩和ケア病棟入院料の施設基準について③

出典：令和3年入院医療等の調査（施設票）

中医協 総－１－２（改）
３ ． １ ０ ． ２ ７



疼痛のパターンには，大きく分けて，持続痛（1日を通して続く痛み）と突出
痛（1日

に数回ある強い痛み）がある（図2）。疼痛のパーンを知ることは，治療方針
を決とに役立つ。

○ 「新版がん緩和ケアガイドブック」（日本医師会監修、厚生労働科学特別研究事業「適切な緩和ケア提供のための緩和ケアガイドブックの改訂に
関する研究」班）において、がん疼痛治療の概要が以下のとおり示されている。「疼痛の評価は、患者自身が痛みをどのように感じているかを評
価することがゴールドスタンダードである」とされており、評価に当たっては、疼痛の強さや疼痛のパターン等を評価することとされている。

112出典： 「新版がん緩和ケアガイドブック」（日本医師会監修、厚生労働科学特別研究事業「適切な緩和ケア提供のための緩和ケアガイドブックの改訂に関する研究」班）

がん疼痛治療の概要について

心血管疾患

悪性腫瘍など

心血管疾患

心不全

疼痛の強さをNRS（Numerical Rating Scale）で表して
もらう。現在の強さ、24時間を平均した場合の強さ、１
日のうち最小・最大の強さを聞く。一般的に０〜３点を
軽度の疼痛、４〜６ 点を中等度の疼痛、７ 点以上を
強い疼痛と考える。

疼痛のパターンには，大きく分けて，持続痛（1日を通し
て続く痛み）と突出痛（１日に数回ある強い痛み）があ
る。疼痛のパターンを知ることは，治療方針を決定する
ことに役立つ。

疼痛の強さ

疼痛のパターン

疼痛の評価の内容（一部抜粋）



○ 緩和ケア病棟において、「数字等を用いた評価」を実施している施設の割合は以下のとおりであり、入院
料１では約１割、入院料２では約２割の施設において実施されていなかった。
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90.0%

77.4%

10.0%

22.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

緩和ケア病棟入院料１(n=40)

緩和ケア病棟入院料２(n=31)

「新版がん緩和ケアガイドブック」等にある、疼痛の数字等を用いた評価

評価を行っている 評価を行っていない出典：令和3年入院医療等の調査（施設票）

緩和ケア病棟入院料における疼痛の評価について 中医協 総－１－２
３ ． １ ０ ． ２ ７



○ 疼痛の数字等を用いた評価を実施している職種の割合は以下のとおりであり、看護師が最も多かった。
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77.8%

75.0%

100.0%

100.0%

5.6%

0.0%

0.0%

0.0%

22.2%

16.7%

0.0%

0.0%

8.3%

8.3%

8.3%

0.0%

2.8%

0.0%

2.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

緩和ケア病棟入院料1( n = 36 )

緩和ケア病棟入院料2( n = 24 )

「新版がん緩和ケアガイドブック」等にある、疼痛の数字等を用いた評価を実施している職種

（回答施設数 入院料１：36、入院料２：24）（回答数 入院料１：82、入院料２：48）

01_医師

02_看護師

03_准看護師

04_看護補助者

05_薬剤師

06_管理栄養士

07_理学療法士

08_作業療法士

09_言語聴覚士

10_公認心理師

11_その他

出典：令和3年入院医療等の調査（施設票）

緩和ケア病棟入院料における疼痛の評価について 中医協 総－１－２
３ ． １ ０ ． ２ ７



○ 疼痛の数値を用いた評価を行っている施設について緩和ケア病棟内の何割の患者に対して実施してい
るかの結果は以下のとおりであった。

〇 原則全員、が最も多い一方、2割未満との回答も約５％みられた。
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54.3%

34.8%

11.4%

21.7%

14.3%

13.0%

14.3%

8.7%

0.0%

4.3%

0.0%

13.0%

5.7%

4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

緩和ケア病棟入院料1(n=35)

緩和ケア病棟入院料2(n=23)

緩和ケア病棟内の何割くらいの患者に対して、疼痛の数値を用いた評価を行っているか（令和３年５月の1か月）

原則全員

８割以上

６割以上

５割以上

４割以上

２割以上

２割未満

出典：令和3年入院医療等の調査（施設票）

緩和ケア病棟入院料における疼痛の評価について 中医協 総－１－２
３ ． １ ０ ． ２ ７



○ 疼痛の数値を用いた評価を行っている施設について、評価を実施している頻度は以下のとおりであった。
〇 毎日、が最も多かった。
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72.2%

73.9%

8.3%

0.0%

5.6%

13.0%

5.6%

0.0%

0.0%

0.0%

8.3%

13.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

緩和ケア病棟入院料1(n=36)

緩和ケア病棟入院料2(n=23)

「新版がん緩和ケアガイドブック」等にある、疼痛の数字等を用いた評価を実施することとしている頻度

（令和３年５月の1か月）

毎日

週２～３回

週１回

月２～３回

月１回

その他

出典：令和3年入院医療等の調査（施設票）

緩和ケア病棟入院料における疼痛の評価について 中医協 総－１－２
３ ． １ ０ ． ２ ７



○ 疼痛の数字等を用いた評価を行っていない理由は以下のとおりであり、入院料１においては「職員の負
担が大きい」が最も多かった。 入院料２においては、「対応を検討中」が最も多かった。
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75.0%

0.0%

0.0%

0.0%

25.0%

28.6%

0.0%

0.0%

0.0%

57.1%

0.0%

14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

緩和ケア病棟入院料1( n = 4 )

緩和ケア病棟入院料2( n = 7 )

「新版がん緩和ケアガイドブック」等にある、疼痛の数字等を用いた評価を行っていない理由

01_職員の負担が大

きい

02_治療計画に関係

ないと判断している

から

03_診察等のみで充

分と判断しているか

ら

04_数字等を用いた

評価を知らない

05_数字の評価対応

を検討中

06_その他

出典：令和3年入院医療等の調査（施設票）

緩和ケア病棟入院料における疼痛の評価について 中医協 総－１－２
３ ． １ ０ ． ２ ７



（１） 緩和ケア病棟入院料の概要

・ 緩和ケア病棟入院料は平成２年に、主として苦痛の緩和を必要とする悪性腫瘍の患者を入院させ、緩和ケアを行うとともに、外来や在宅への
円滑な移行も支援する病棟として新設された。平成30年以後は、緩和ケア病棟入院料１を算定している医療機関数・病床数が減少し、入院料２
を算定している医療機関数・病床数が増加している。
・ 緩和ケア病棟に入院した患者の疾患はほとんどが悪性腫瘍の患者であった。

・ 緩和ケア病棟入院料２を算定している医療機関について、入院料１を算定できない理由は、「緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料、在宅
がん医療総合診療料のいずれも届出が困難」が最多であった。

（２）がん患者疼痛に係る数字等を用いた評価について

・ 「新版がん緩和ケアガイドブック」（日本医師会監修、厚生労働科学特別研究事業「適切な緩和ケア提供のための緩和ケアガイドブックの改訂
に関する研究」班）において、がん疼痛治療の概要が示されており、「疼痛の評価は、患者自身が痛みをどのように感じているかを評価すること
がゴールドスタンダードである」とされており、評価に当たっては、疼痛の強さや疼痛のパターン等を評価することとされている。

・ 緩和ケア病棟において、「数字等を用いた評価」を実施している施設の割合は、入院料１では約１割、入院料２では約２割の施設において実施
されていなかった。

・ 「数字等を用いた評価」を行っている施設における実施患者の割合は、原則全員、が最も多い一方、２割未満も約５％みられた。また、評価を
実施している頻度は、毎日、が最も多かった。
・ 評価を行っていない理由は、入院料１においては、「職員の負担が大きい」が最も多かった。

緩和ケア病棟入院料に係る課題（小括）
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